
令和２年１２月２４日

５ － Ａ 会 議 室

秋 田 市 教 育 委 員 会

令和２年１２月定例会

（事前配付資料）

【資料目次】

付議案件

… １議案第18号 秋田市学校運営協議会規則の一部を改正する件

協議事項

… ７(1) 令和２年度秋田市教育委員会学校訪問の総括について

教育長等の報告

… ９(2) 学校適正配置に関する地域協議の開催状況等について

(3) 「第６次秋田市社会教育中期計画」および「第３次秋田市子ども読

…１１書活動推進計画」の策定について



定例会資料：議案第18号

令和２年１２月２４日

学 校 教 育 課

議案第18号

秋田市学校運営協議会規則の一部を改正する件

秋田市学校運営協議会規則の一部を次のように改正する。

令和２年12月24日提出

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

秋田市学校運営協議会規則の一部を改正する規則

秋田市学校運営協議会規則（平成31年秋田市教委規則第１号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「第47条の６」を「第47条の５」に改める。

第３条第１項中「第47条の６第１項」を「第47条の５第１項」に改める。

第４条第１項中「第47条の６第２項第１号」を「第47条の５第２項第１

号」に改め、同条第２項中「第47条の６第２項第４号」を「第47条の５第

２項第４号」に改め、同条第３項中「第47条の６第３項」を「第47条の５

第３項」に改める。

第５条第１項および第２項中「第47条の６第４項」を「第47条の５第４

項」に改める。

第６条第２項中「第47条の６第５項」を「第47条の５第５項」に改める。

第７条中「第47条の６第６項」を「第47条の５第６項」に改める。

第８条第１項および第２項中「第47条の６第７項」を「第47条の５第７
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項」に改める。

第９条中「第47条の６第９項」を「第47条の５第９項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正（令和２年法律第

11号）に伴い、規定を整備するため、改正しようとするものである。
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秋田市学校運営協議会規則の一部改正

第１ 改正理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正（令和２年法律

第11号）に伴い、規定を整備するため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 第１条および第３条から第９条まで関係

規定を整備するもの

２ 附則関係

施行は、公布の日からとするもの

- 3 -



秋田市学校運営協議会規則新旧対照表

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の 第１条 この規則は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31 組織及び運営に関する法律（昭和31

年法律第162号。以下「法」とい 年法律第162号。以下「法」とい

う。）第47条の５に規定する学校運 う。）第47条の６に規定する学校運

営協議会（以下「協議会」とい 営協議会（以下「協議会」とい

う。）に関し必要な事項を定めるも う。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。 のとする。

第２条 （略） 第２条 （略）

（設置等） （設置等）

第３条 教育委員会は、前条の目的を 第３条 教育委員会は、前条の目的を

達成するため、法第47条の５第１項 達成するため、法第47条の６第１項

の規定に基づき、その所管に属する の規定に基づき、その所管に属する

小学校および中学校（以下「学校」 小学校および中学校（以下「学校」

という。）ごとに協議会を置くもの という。）ごとに協議会を置くもの

とする。ただし、２以上の学校の運 とする。ただし、２以上の学校の運

営に関し相互に連携を図る必要があ 営に関し相互に連携を図る必要があ

る場合として同項ただし書に規定す る場合として同項ただし書に規定す

る文部科学省令で定める場合には、 る文部科学省令で定める場合には、

２以上の学校について１の協議会を ２以上の学校について１の協議会を

置くことができるものとする。 置くことができるものとする。

２および３ （略） ２および３ （略）

（委員） （委員）

第４条 協議会の委員（以下「委員」 第４条 協議会の委員（以下「委員」

という。）は、法第47条の５第２項 という。）は、法第47条の６第２項

第１号から第３号までおよび次項各 第１号から第３号までおよび次項各

号に掲げる者のうちから、教育委員 号に掲げる者のうちから、教育委員

会が任命する。 会が任命する。

法第47条の５第２項第４号に規定 法第47条の６第２項第４号に規定２ ２

する教育委員会が必要と認める者 する教育委員会が必要と認める者

は、次に掲げる者とする。 は、次に掲げる者とする。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

３ 教育委員会は、第１項の規定によ ３ 教育委員会は、第１項の規定によ

る委員の任命について、対象学校の る委員の任命について、対象学校の

- 4 -



校長から法第47条の５第３項の規定 校長から法第47条の６第３項の規定

に基づく申出があったときは、その に基づく申出があったときは、その

意見を聴くものとする。 意見を聴くものとする。

（学校の運営に関する基本的な方針 （学校の運営に関する基本的な方針

に定める事項等） に定める事項等）

第５条 対象学校の校長は、法第47条 第５条 対象学校の校長は、法第47条

の５第４項の規定に基づき、教育課 の６第４項の規定に基づき、教育課

程の編成および次項各号に掲げる事 程の編成および次項各号に掲げる事

項について、毎年度、基本的な方針 項について、毎年度、基本的な方針

を作成し、協議会の承認を得るもの を作成し、協議会の承認を得るもの

とする。 とする。

２ 法第47条の５第４項の教育委員会 ２ 法第47条の６第４項の教育委員会

規則で定める事項は、次に掲げる事 規則で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 項とする。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

３ （略） ３ （略）

（学校の運営への参画促進等） （学校の運営への参画促進等）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 協議会は、前項に規定する理解、 ２ 協議会は、前項に規定する理解、

協力、参画等の促進に資するため、 協力、参画等の促進に資するため、

地域住民等に対し、法第47条の５第 地域住民等に対し、法第47条の６第

５項に規定する協議会の協議の結果 ５項に規定する協議会の協議の結果

その他協議会の活動状況に関する情 その他協議会の活動状況に関する情

報を積極的に提供するものとする。 報を積極的に提供するものとする。

（学校の運営に関する意見聴取） （学校の運営に関する意見聴取）

第７条 協議会は、法第47条の５第６ 第７条 協議会は、法第47条の６第６

項の規定に基づき、対象学校の運営 項の規定に基づき、対象学校の運営

に関する事項（職員の任用に関する に関する事項（職員の任用に関する

事項を除く。）について意見を述べ 事項を除く。）について意見を述べ

る場合（対象学校の校長に対して意 る場合（対象学校の校長に対して意

見を述べる場合を除く。）は、あら 見を述べる場合を除く。）は、あら

かじめ、当該対象学校の校長の意見 かじめ、当該対象学校の校長の意見

を聴くものとする。 を聴くものとする。

（職員の任用に関する意見の対象と （職員の任用に関する意見の対象と

なる事項等） なる事項等）

第８条 法第47条の５第７項の教育委 第８条 法第47条の６第７項の教育委

員会規則で定める事項は、基本的な 員会規則で定める事項は、基本的な

方針の実現に資する事項（特定の個 方針の実現に資する事項（特定の個
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人に関するものを除く。）とする。 人に関するものを除く。）とする。

２ 協議会は、法第47条の５第７項の ２ 協議会は、法第47条の６第７項の

規定に基づき、対象学校の職員の任 規定に基づき、対象学校の職員の任

用に関する事項として前項に規定す 用に関する事項として前項に規定す

る事項について意見を述べる場合 る事項について意見を述べる場合

は、あらかじめ、当該対象学校の校 は、あらかじめ、当該対象学校の校

長の意見を聴くものとする。 長の意見を聴くものとする。

（協議会の適正な運営を確保するた （協議会の適正な運営を確保するた

めに必要な措置） めに必要な措置）

第９条 教育委員会は、協議会の運営 第９条 教育委員会は、協議会の運営

状況について把握し、必要に応じて 状況について把握し、必要に応じて

助言および指導を行うとともに、協 助言および指導を行うとともに、協

議会の運営が適正を欠くことによ 議会の運営が適正を欠くことによ

り、対象学校の運営に現に支障が生 り、対象学校の運営に現に支障が生

じ、又は生ずるおそれがあると認め じ、又は生ずるおそれがあると認め

られる場合には、法第47条の５第９ られる場合には、法第47条の６第９

項の規定に基づき、当該協議会の適 項の規定に基づき、当該協議会の適

正な運営を確保するために必要な措 正な運営を確保するために必要な措

置を講じなければならない。 置を講じなければならない。

以下 （略） 以下 （略）
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令和２年度秋田市教育委員会学校訪問日程【実績報告】

随行

給食
午前

10:10～12:15
午後

13:30～15:35
佐　藤
教育長

髙　堂
委　員

藤　垣
委　員

石　田
委　員

加　藤
委　員

佐藤
次長

嶋崎
次長

鈴木
課長

三浦
室長

佐々木補
佐

Ａ ○ 旭北小 山王中 ○ ○ ○

Ｂ ○ 外旭川小 上新城小 ○ ○ ○ ○

Ａ ○ 秋田北中 港北小 ○ ○ ○

Ｂ ○ 土崎南小 土崎中 ○ ○ ○ ○

A ○ 雄和小・中 下北手中 ○ ○ ○

B 河辺小 ○ ○ ○ ○

A ○ 中通小 御所野学院高 ○ ○ ○ ○

Ｂ ○ 岩見三内小・中 太平中 ○ ○ ○ ○

A ○ 明徳小 ○ ○ ○ ○

B ○ 秋田東中 ○ ○ ○

A ○ 築山小 川尻小 ○ ○ ○ ○

B ○ 飯島小 飯島南小 ○ ○ ○

Ａ ○ 勝平中 勝平小 ○ ○ ○ ○

Ｂ ○ 浜田小 下浜小 ○ ○ ○ ○

A ○ 牛島小 四ツ小屋小 ○ ○ ○

B ○ 仁井田小 御野場中 ○ ○ ○

Ａ ○ 桜小 桜中 ○ ○ ○ ○

Ｂ ○ 保戸野小 将軍野中 ○ ○ ○

定例会資料：協議事項 ( １ )

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

教 職 員 室

教育施設訪問
（すくうる・みらい）

班

訪問校

期日

2

教育次長

№

8/28(金)

7 11/17(火)

11/12(木)

10/15(木)

8 11/24(火)

4 11/4(水)

1

3 10/20(火)

5 11/6(金)

6

11/27（金）9
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訪問校の「学校経営の重点」　　〔校長の経営説明から〕　　　　　　　【訪問校３５校中】

1 ↑ 6

2 ↑ 2

3 ↑ 1

4 ↑ 4

5 ↓ 2

6 ↑ 4

7 ↑ 10

8 ↑ 5

9 ↑ 6

10 ↑ 4

11 ↓ 5

12

13

懇談における話題　【総数２１４　１校平均約６】 　　　　　　　

項目

①教科の指導方法 11 ↓ 9

②基本的学習習慣の定着 9 ↓ 1

③表現力の育成 6 ↑ 1

④学力向上の工夫 3 ↑ 1

2 18 ↑ 8

3 12 ↑ 2

4 11 ↓ 13

5 9 ↑ 4

6 9 ↑ 4

7 9 ↓ 4

8 8 ↓ 10

9 7 ↓ 4

10 4 ↑ 2

11 4 ↓ 10

12 3 ↓ 6

13 26 新

14 30 新

他

校

教員の多忙化、働き方改革

いじめ・不登校、教育相談

特別支援教育、サポーター

特色ある教育活動・きらめきプラン

学
習
指
導

小中連携（幼保・高大連携含）

生徒指導の充実、規範意識の醸成

キャリア教育の充実、進路指導

望ましい人間関係構築、学級づくり

教職員の資質向上（参画意識、危機管理意識、相互連携）

特別支援教育の推進

小中連携（幼保・高大連携含）

学習環境の整備

項目 学校数

回数

1

確かな学力、学習習慣、基礎基本の定着

地域・家庭との連携、開かれた学校づくり

基本的な生活習慣の確立、あいさつの励行等

豊かな心の育成

↓ 8

33 校

24 校

23 校

29

17 校

23 校

15 校

5 校

13 校

12

14 校

6 校

食物アレルギー対応、食育推進、異物混入

コロナ対応

家庭・地域との連携

ＩＣＴ教育 1

○生徒指導（６）　　○ネットトラブル、情報モラル（５）　　○自己有用感（５）
○学校規模、適正配置（５）　　　○英語の教科化、外国語活動（４）　　○保健室経営（３）
○校舎の管理・整備環境（３）　　○部活動、部活動指導員（２）　　○挨拶の励行（１）
○学習用具の持ち帰り（１）

特別な教科　道徳

ＩＣＴ教育

コロナ対応

コミュニティースクール

校

キャリア教育推進 進路指導

健康の保持増進・体力の向上

校

3
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定例会資料：報告(２)

令和２年１２月２４日

学校適正配置推進室

学校適正配置に関する地域協議の開催状況等について

秋田市小・中学校適正配置基本方針に基づく、地域ブロック協議会や学校統合検

討委員会を開催し、学校統合の方向性（学校の組合せ）について、協議を継続して

いる。

また、学校統合検討委員会において、学校統合の合意が得られたところについて

は、地域協議の第３段階である学校統合準備委員会を設置し、統合の実施に向けた

具体的な準備作業を進めている。

１ 地域ブロック協議会の開催状況等

(1) 第６回北部地域ブロック協議会【１２月２１日(月)開催】

ア 主な意見等

・学区の課題等はあるが、教育委員会が示した組合せ案で第２段階に進むこ

とに取りまとめた小委員会の案で進めたい。

・個別具体の課題については、次の段階に進み、地域において、時間をかけ

て話し合いたい。

イ 今回の協議会での確認事項

・土崎中と将軍野中の組合せおよび秋田北中と飯島中の組合せについては、

協議の第２段階である学校統合検討委員会を設置し、統合の可否を検討す

ることとした。

２ 学校統合検討委員会の開催状況等

(1) 第１回八橋小、寺内小学校統合検討委員会【１１月２７日(金)】

ア 主な意見等

・統合の時期を心配する保護者がいることから、先に統合時期の目途を決め

てから、統合に向けた具体的な検討をすべきではないか。

・2030年には２校の統合でも１８学級を下回る見込みであることを踏まえ、

統合時期の目途を2030年度とすることについて、各所属団体で意見集約し

てはどうか。

イ 今回の委員会での確認事項

・２校の組合せで統合することを前提に、各所属団体で、統合の時期につい

ての意見集約を行った上で、次回、その内容を基に協議する。
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３ 学校統合準備委員会の開催状況等

(1) 第２回上新城小、飯島南小学校統合準備委員会【１２月１７日(木)開催】

ア 主な意見等

・統合後、すぐに飯島南小の児童センターに馴染めない子どもたちをケアす

るため、１年間は移行期間として、上新城小の児童室を存続してほしい。

・両校では、これまでも交流活動を一緒に行ってきていることから、統合に

向けた新たな交流事業については、自然な形でできると考えている。

イ 今回の委員会での確認事項

・次回、交流事業の最終確認および廃校舎の利活用について、検討を行う。

４ 今後のスケジュール

(1) 地域ブロック協議会

開催日 地域ブロック協議会 地域

２月上旬予定 第６回中央地域ブロック協議会 中央

２月中旬予定 第５回東部地域ブロック協議会 東部

３月中旬予定 第５回南部地域ブロック協議会 南部

３月中旬予定 第５回河辺地域ブロック協議会 河辺

(2) 学校統合検討委員会

開催日 学校統合検討委員会 地域

１月22日(金) 第２回太平中、下北手中、城東中学校統合検討委員会 東部

１月下旬予定 第３回飯島小 下新城小 金足西小学校統合検討委員会 北部、 、

２月上旬予定 第３回土崎小、土崎南小学校統合検討委員会 北部

２月上旬予定 第２回浜田小、豊岩小、下浜小学校統合検討委員会 西部

２月上旬予定 第３回河辺小、戸島小学校統合検討委員会 河辺

２月中旬予定 第２回広面小、太平小、下北手小学校統合検討委員会 東部

３月上旬予定 第２回八橋小、寺内小学校統合検討委員会 中央

４月以降 第１回土崎中、将軍野中学校統合検討委員会 北部

４月以降 第１回秋田北中、飯島中学校統合検討委員会 北部

(3) 学校統合準備委員会

開催日 学校統合準備委員会 地域

１月20日(水) 第２回秋田西中、豊岩中、下浜中学校統合準備委員会 西部

２月16日(火) 第３回上新城小、飯島南小学校統合準備委員会 北部

※ 他の地域協議については、協議の進捗状況により、順次、開催する。
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定例会資料：報告(３)

令和２年１２月２４日

生 涯 学 習 室

第６次秋田市社会教育中期計画の策定について

１ 社会教育中期計画策定の目的等

(1) 策定の目的

本市の社会教育に関する施策を体系的・計画的に推進するための指針を定め

るとともに、具体的な施策の方向性を示すために策定しようとするものです。

(2) 計画期間

令和４年度から令和８年度(５年間)

２ 策定体制等

策定に当たっては、国・県の動向や他都市の計画を参照するほか、パブリック

コメントを実施します。

また、進捗状況については教育委員会定例会、市議会教育産業委員会に適宜報

告しながら進めてまいります。

(1) 策定手順

ア 第５次計画の評価と課題の把握

イ 目標、施策体系の設定

ウ 施策の展開

(2) 策定委員会および作業部会

「秋田市社会教育中期計画策定委員会設置要綱」を設定

ア 策定委員会(４回) 社会教育委員

※分野：乳幼児、青少年、成人、高齢者イ 作業部会(分野毎に４回)

社会教育委員、生涯学習奨励員・サークル関係者等、社会教育関係職員

３ 主なスケジュール

令和３年４月～５月 「策定委員会設置要綱」の設定、研修会の開催

６月～１月 策定委員会(４回)

６月～８月 作業部会(分野毎に４回)

１１月下旬 教育委員会定例会で素案説明

市議会教育産業委員会で素案説明

１２月中旬～ パブリックコメント実施

「市民１００人会」への意見聴取

令和４年２月上旬 教育委員会定例会で成案議決

３月上旬 市議会教育産業委員会で成案説明

冊子印刷、配布
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第３次秋田市子ども読書活動推進計画の策定について

１ 子ども読書活動推進計画策定の目的等

(1) 策定の目的

子ども読書活動に関わる施策を、総合的・計画的に推進するための指針を定

、 。めるとともに 具体的な施策の方向性を示すために策定しようとするものです

(2) 計画期間

令和４年度から令和８年度(５年間)

２ 策定体制等

策定に当たっては、国・県の動向や他都市の計画を参照するほか、パブリック

コメントを実施します。

また、進捗状況については教育委員会定例会、市議会教育産業委員会に適宜報

告しながら進めてまいります。

(1) 策定手順

ア 第２次子ども読書推進計画の評価と課題の把握

イ 目標、施策体系の設定

ウ 施策の展開

(2) 策定委員会および作業部会

「秋田市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱」を設定

ア 策定委員会(４回)

教育委員会関係課所室職員、小・中学校長（各１名 、子ども育成課長）

私立幼稚園・認定こども園協会会員

イ 作業部会(７回)

図書館司書等、教育委員会関係課所室職員

３ 主なスケジュール

令和３年４月 「策定委員会設置要綱」の設定

５月～１月 策定委員会(４回)

５月～９月 作業部会(７回)

１１月下旬 教育委員会定例会で素案説明

市議会教育産業委員会で素案説明

１２月中旬～ パブリックコメント実施

「市民１００人会」への意見聴取

令和４年２月上旬 教育委員会定例会で成案議決

３月上旬 市議会教育産業委員会で成案説明

冊子印刷、配布
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